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谷口　明広氏

塚田　洋一氏

永留　博文氏

永田　善三氏

津田和　亨氏

　
２
０
２
３
年
建
設
事
業

関
係
功
労
者
等
国
土
交

通
大
臣
表
彰
の
受
賞
者
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
県

か
ら
は
６
人
が
選
ば
れ
、

建
設
業
で
は
谷
口
明
広

氏
（
丸
福
建
設
、
鹿
児
島

市
）
、
塚
田
洋
一
氏
（
川

原
建
設
、
霧
島
市
）
、
津

田
和
亨
氏
（
津
田
和
建
設
、

同
）
、
永
留
博
文
氏
（
永

留
電
気
工
業
、
薩
摩
川
内

市
）
の
４
人
が
受
賞
。
屋

外
広
告
業
で
は
永
田
善
三

氏
（
ゼ
ン
ゾ
ー
、
薩
摩
川

内
市
）
が
入
っ
た
ほ
か
、

県
収
用
委
員
会
長
の
馬
場

竹
彦
氏
（
鹿
児
島
市
）
も

受
賞
し
た
。

　
谷
口
氏
（

歳
）
は
、

１
９
８
２
年
に
丸
福
建
設

に
入
社
。
各
部
の
取
締
役

を
歴
任
後
、
２
０
０
２
年

に
社
長
に
就
任
し
た
。
県

建
設
業
協
会
で
は

年
か

ら
理
事
、

年
か
ら
は
副

会
長
と
鹿
児
島
支
部
長
も

務
め
る
。
鹿
児
島
工
業
高

校
卒
。

　
塚
田
氏
（

歳
）
は
、

中
央
大
学
理
工
学
部
土
木

工
学
科
を
卒
業
後
、
義
父

が
経
営
す
る
川
原
建
設
に

入
社
。
１
９
９
７
年
に
社

長
職
に
就
い
た
。
県
建
設

業
協
会
で
は
２
０
１
０
年

か
ら
理
事
と
し
て
在
任
。

地
元
の
加
治
木
支
部
で
は


年
か
ら
支
部
長
と
し
て

指
揮
を
執
る
。

　
津
田
和
氏
（

歳
）
は
、

東
海
大
学
工
学
部
建
築
学

科
を
卒
業
後
、
設
計
事
務

所
で
の
勤
務
を
経
て
、
１

９
８
７
年
に
父
が
経
営
す

る
津
田
和
建
設
に
入
社
。


年
に

歳
の
若
さ
で

社
長
に
就
い
た
。
県
建
築

協
会
で
は
２
０
１
２
年
か

ら
理
事
、

年
か
ら
は
姶

良
・
伊
佐
支
部
長
も
務
め

る
。

　
永
留
氏
（

歳
）
は
、

県
外
企
業
で
の
５
年
間
の

勤
務
を
経
て
、
１
９
８
７

年
に
永
留
電
気
（
２
０
０

８
年
に
商
号
変
更
）
に
入

社
。
父
の
遺
志
を
継
ぎ
、


歳
の
若
さ
で
社
長
に
就

い
た
。
県
電
設
協
会
で
は


年
か
ら
理
事
に
就
任
、

技
術
委
員
長
も
務
め
る
。

川
内
商
工
高
校
卒
。

　
永
田
氏
（

歳
）
は
、

１
９
７
９
年
に
神
奈
川
大

学
法
学
部
法
律
学
科
を
卒

業
後
、
山
形
屋
で
の
勤
務

を
経
て
、

年
に
ゼ
ン
ゾ

ー
の
社
長
に
就
任
。
２
０

１
２
年
か
ら
県
広
告
協
会

の
理
事
も
務
め
る
。

　
馬
場
氏
（

歳
）
は
、

多
年
に
わ
た
っ
て
収
用
委

員
会
委
員
と
し
て
公
共
の

利
益
と
私
有
財
産
と
の
調

整
に
尽
力
し
た
。

　
表
彰
式
は

日
、
東
京

都
の
本
省
で
行
わ
れ
た
。

　
県
は

日
、
２
０
２
１
年
７
月
か
ら
運
用
し
て

き
た
特
例
監
理
技
術
者
制
度
の
配
置
要
件
を
一
部

見
直
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
、
特
例
監

理
技
術
者
が
兼
務
で
き
る
２
件
の
現
場
は
、
双
方

と
も
県
公
共
４
部
の
発
注
工
事
と
し
て
い
た
が
、

今
後
は
国
ま
た
は
市
町
村
等
の
工
事
も
兼
務
で
き

る
よ
う
に
要
件
を
緩
和
。
建
設
業
の
技
術
者
不
足

が
叫
ば
れ
る
中
、
限
ら
れ
た
人
材
の
有
効
配
置
と

生
産
性
向
上
を
図
る
。

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９

　
同
制
度
は
、
現
場
に
監

理
技
術
者
補
佐
を
専
任
配

置
す
れ
ば
、
監
理
技
術
者

が
２
件
ま
で
工
事
を
兼
務

で
き
る
も
の
。

年
６
月

の
建
設
業
法
改
正
を
受
け

て
各
発
注
機
関
で
導
入
が

進
み
、
県
も

年
７
月
か

ら
運
用
を
開
始
し
た
。

　
県
で
は
こ
れ
ま
で
、
特

例
監
理
技
術
者
が
兼
務
す

る
２
件
の
工
事
に
つ
い
て

「
双
方
と
も
公
共
４
部

（
土
木
・
農
政
・
環
境
林

務
・
商
工
労
働
水
産
部
）

が
発
注
す
る
工
事
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て

き
た
が
、
今
回
こ
の
要
件

を
廃
止
。
県
に
限
ら
ず
、

国
や
市
町
村
等
が
発
注
し

た
工
事
も
兼
務
で
き
る
よ

う
に
見
直
し
た
。

　
適
用
範
囲
は
従
来
通
り
。

「
同
一
の
地
域
振
興
局
ま

た
は
支
庁
管
内
に
属
す
る

工
事
」
「
現
場
の
相
互
間

隔
が
お
お
む
ね

㎞
以
内

の
範
囲
に
属
す
る
工
事
」

娃
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す

こ
と
を
求
め
る
。

　
要
件
の
緩
和
は
、
深
刻

化
す
る
技
術
者
不
足
に
配

慮
し
、
限
ら
れ
た
人
材
の

有
効
配
置
や
生
産
性
向
上

を
図
る
狙
い
が
あ
る
と
み

ら
れ
る
。

　
７
日
以
降
に
公
告
ま
た

は
指
名
通
知
を
行
う
工
事

か
ら
適
用
。
こ
れ
以
前
に

締
結
し
た
工
事
で
あ
っ
て

も
対
象
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　監理技術者の職務を補佐する者として、

工事現場に専任配置する技術者のこと。

配置する工事の業種に応じた主任技術者

の資格を持ち、①１級施工管理技士補②

１級施工管理技士などの国家資格③監理

技術者の資格（学歴・実務経験により取

得）－のいずれかを有する必要がある。

　要件の一つとなっている１級技士補は、

１級の第１次検定（2021年度に技術検

定制度見直し）に合格した段階でその資

格が取得でき、監理技術者補佐としての

現場配置が可能となる。
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総
務
省
は
、
堤
防
に
あ

る
河
川
と
の
出
入
り
口

（
陸
閘
）
に
つ
い
て
、
利

用
状
況
を
踏
ま
え
て
廃
止

を
検
討
す
る
よ
う
国
土
交

通
省
に
勧
告
し
た
。
洪
水

時
に
適
切
に
閉
鎖
で
き
ず

浸
水
被
害
が
発
生
し
た
り
、

閉
鎖
し
よ
う
と
し
た
操
作

員
が
被
災
し
た
り
す
る
例

が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

常
時
閉
鎖
な
ど
を
検
討
す

る
よ
う
促
し
た
。

　
総
務
省
は
勧
告
に
先
立

ち
、
災
害
時
に
浸
水
の
恐

れ
が
あ
り
、
事
業
者
や
団

体
、
自
治
会
な
ど
に
操
作

を
委
託
し
て
い
る
１
１
０

基
を
対
象
に
調
査
を
実
施
。

そ
の
結
果
、
操
作
員
の
安

全
に
配
慮
し
た
ル
ー
ル
を

規
定
し
て
い
な
い
陸
閘
が

４
割
以
上
あ
る
こ
と
な
ど

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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